
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た

め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
条
約
を
改
正
す
る

議
定
書
の
説
明
書

外

務

省
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一

1

一

概
説

１

議
定
書
の
成
立
経
緯

政
府
は
、
平
成
十
五
年
（
二
千
三
年
）
十
一
月
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
さ
れ
た
米
国
政
府
と
の
間
の
現
行
の
租
税
条
約
の
内
容
を
改
正
す
る
た
め
、
平
成

二
十
三
年
（
二
千
十
一
年
）
六
月
以
来
、
米
国
政
府
と
の
間
で
交
渉
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
議
定
書
の
案
文
に
つ
い
て
最
終
的
合
意
に
達
し
、
平
成

二
十
五
年
（
二
千
十
三
年
）
一
月
二
十
四
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
い
て
、
日
本
側
在
米
国
佐
々
江
大
使
と
米
国
側
ウ
ォ
リ
ン
財
務
副
長
官
と
の
間
で
こ
の
議

定
書
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。

２

締
結
の
意
義

こ
の
議
定
書
は
、
現
行
の
租
税
条
約
の
内
容
を
部
分
的
に
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
と
米
国
と
の
間
の
緊
密
化
す
る
経
済
関
係
を
反
映
し
て
、
投

資
交
流
の
更
な
る
促
進
を
図
る
た
め
、
配
当
及
び
利
子
に
対
す
る
源
泉
地
国
免
税
の
対
象
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
税
務
当
局
間
の
相
互
協
議
に
係
る
仲
裁

手
続
及
び
徴
収
共
助
に
関
す
る
規
定
等
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
、
税
務
当
局
間
の
協
力
体
制
が
強
化
さ
れ
て
国
際
的
な
脱
税

及
び
租
税
回
避
行
為
に
対
し
一
層
効
果
的
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
と
も
に
、
我
が
国
と
米
国
と
の
間
で
課
税
権
の
調
整
が
更
に
図
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
、
相
互
の
人
的
交
流
及
び
経
済
的
交
流
が
一
層
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

二

議
定
書
の
主
要
な
内
容

こ
の
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
十
五
箇
条
、
末
文
等
か
ら
成
り
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

投
資
所
得
（
配
当
及
び
利
子
）
に
対
す
る
源
泉
地
国
課
税
の
減
免
の
た
め
の
規
定

配
当
に
つ
い
て
、
株
式
の
保
有
割
合
に
係
る
要
件
及
び
株
式
の
保
有
期
間
に
関
す
る
要
件
を
改
正
し
、
源
泉
地
国
免
税
の
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
を
規
定

し
て
い
る
（
第
三
条
）
。
ま
た
、
利
子
（
債
務
者
が
得
た
収
入
、
売
上
げ
等
に
連
動
し
て
そ
の
額
が
決
定
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
源
泉
地
国

免
税
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
第
四
条
）
。

２

税
務
当
局
間
の
相
互
協
議
に
係
る
仲
裁
手
続
の
規
定

条
約
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
紛
争
の
円
滑
な
解
決
を
図
る
観
点
か
ら
、
納
税
者
に
よ
り
申
し
立
て
ら
れ
た
課
税
事
案
が
権
限
の
あ
る
当
局
間
の
協
議

（
相
互
協
議
）
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
仲
裁
手
続
の
規
定
を
導
入
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
第
十
一
条
）
。



二

2

３

租
税
債
権
の
徴
収
を
相
互
に
支
援
す
る
（
徴
収
共
助
）
た
め
の
規
定

国
際
的
な
脱
税
及
び
租
税
回
避
行
為
に
対
し
一
層
効
果
的
に
対
処
す
る
た
め
、
現
行
の
租
税
条
約
で
は
、
徴
収
共
助
の
対
象
を
条
約
の
濫
用
の
場
合
に
限

定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
滞
納
租
税
債
権
一
般
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
施
の
た
め
の
要
件
、
手
続
等
を
規
定
し
て
い
る
（
第
十
三
条
）
。

三

議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
議
定
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。


